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巻頭言 共同参画に寄せて
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株式会社
日立製作所
相談役
川村 隆

　現在、日本の企業も女性の活躍推進に真剣に取り組んでいます。そのめざ
す所は、イノベーション、つまり革新を起こすことにあり、特にグローバル
市場での競争力を高めるためには、ダイバーシティが必要不可欠です。日本
人男性が中心となって長年培ってきた単一文化（モノカルチャー）において、
大きな革新が生まれにくくなっていることは、皆さんも実感されているので
はないでしょうか。

　私ども日立製作所も、2012年に取締役の過半数を社外取締役とし、経営陣
を多様化しました。その中には外国人も女性もいます。グローバル企業のト
ップを経験した社外取締役の登用により、日本企業ではあまり指摘されてこ
なかった視点での率直で活発な議論が行われ、ガバナンスの強化のみならず、
経営の根幹である企業価値の向上においても大変大きな果実が得られつつあ
ります。

　今後更に女性を含む多様な人財の活躍を促進するためには、男性社員の意
識改革と働き方改革が必要不可欠です。経営トップの強いリーダーシップの
もと、男性中心につくられてきた日本的慣習の改めるべき所を改め、誰もが
働きやすい柔軟な働き方を実現しなければなりません。そしてこれは、一企
業だけでなく、日本社会全体で取組むべき課題でもあります。日本の国際競
争力を高め、多様な人財が活躍できる豊かな社会を築くためには、日本社会
が一丸となって、長時間労働の改善や性別役割分担意識の払拭等、働き方の
意識改革に取組む必要があると考えます。Kawamura Takashi

主な予定
Schedule

＊本年は「北京＋20」。また、我が国が女子差別撤廃条約を批准してから30年です。

3月9日～20日 第59回国連婦人の地位委員会「北京宣言及び行動綱領採択20周年記念におけ
るフォローアップ」（ニューヨーク）

3月14日～18日 第3回国連防災世界会議（宮城県仙台市）

3月18日 ダイバーシティ経営企業100選表彰式・なでしこ銘柄発表会シンポジウム
（東京都千代田区）
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Report
1 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート2014（概要）

仕事は「時間」から「質」の社会へ
～ もっと進めよう ワーク・ライフ・バランス！国が、地方が、企業が、私たちが ～

内閣府男女共同参画局仕事と生活の調和推進室

　仕事と生活の調和が実現した社会
に向けては、「仕事と生活の調和（ワ
ーク・ライフ・バランス）憲章」と
「仕事と生活の調和推進のための行
動指針」（平成19年12月策定、平成
22年6月改定）に基づき、官民一体
となって、様々な取組が進められて
いますが、「仕事と生活の調和連携
推進・評価部会」では、「行動指針」
の数値目標に向けての取組の進捗状
況について点検・評価し、政策への
反映を図っています。その成果は、
毎年「仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）レポート」にま
とめ公表しています。

　以下、最新の情報と今後の課題に
ついてご紹介します。

1．長時間労働の現状について
　週労働時間60時間以上の雇用者の
割合は、2010年から3年連続で低下
しています（図表1）。これを業種別
に見ると、2013年では「運輸業、郵
便業」、「建設業」が高くなっていま
す（図表2）。

2．休暇取得の現状について
　年次有給休暇取得率は、2000年以
降は50％を下回る水準で推移してい
ます（図表3）。これを企業規模別に
見ると、企業規模が大きいほど取得
率が高くなっています（図表4）。ま
た、計画的付与制度の有無別に見る
と、いずれの企業規模においても、
制度を有する企業の方が、年次有給
休暇取得率が高くなっています （図
表5）。

目標値

図表1　週労働時間60時間以上の雇用者の割合

図表3　年次有給休暇の取得率

図表2　業種別の週労働時間60時間以上の雇用者の割合の推移
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Report
1 ワーク・ライフ・バランスに関する最新の情報についてご紹介します。

4 ．男性の家事・育児参画の現状に
ついて
● 男性の育児休業取得率は、約2％
（2013年）と非常に低い水準で推
移しています（図表8）。また、6

て見ると、正規の職員は就業を継続
している者の割合が5割を超えてい
ますが、パート・派遣は就業を継続
する者の割合が2割に達していませ
ん（図表7）。

3 ．女性の就業継続の現状について
　第1子出産前後の女性の継続就業
率は4割弱で推移し、長期的にほぼ
横ばいで推移しています（図表6）。
これを職員とパート・派遣等に分け

図表4　企業規模別の年次有給休暇取得率 図表5　年次有給休暇取得率（企業規模別、計画的付与制度の有無別）

図表8　男性の育児休業取得率図表7　出産前有職者の就業継続率（就業形態別）

図表6　第1子出産前後の女性の継続就業率
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女性が輝く社会に向けた我が国の国際的貢献

歳未満の子どもをもつ夫の育児・
家事関連時間は、67分（2011年）
と数値目標に対し低水準で推移し
ています（図表9）。また、6歳未
満の子どもを持つ夫については共
働き世帯でも約8割が全く（※）
家事を行わず、約7割が全く育児
を行っていません（図表10）。
　 （※社会生活基本調査においては、
15分単位で行動を報告することと
なっているため、短時間の行動は
報告されない可能性があることに
留意が必要。）

5．仕事と介護の両立の現状について
● 介護や看護を理由とした離職・転
職者数は、1年間（2011年11月～
2012年9月）で約10万人であり、
女性が80.3％を占めています（図
表11）。仕事と介護の両立に必要
な勤務先による支援については、
「出社・退社時刻を自分の都合で
変えられる仕組み」や「残業をな
くす／減らす仕組み」、「介護サー

す。長時間労働の状況は業種によっ
て違いが大きいため、業種に応じた
重点的な取組とその支援が必要で
す。さらに、年次有給休暇取得率
は、企業規模によって違いが大きい
ことや、計画的付与制度を有する企
業の方が取得率が高い傾向にあるこ
とから、企業規模に応じた取組や、
年次有給休暇の「計画的付与制度」
の一層の普及・促進を図ることが必
要です。
　男女がともに仕事と子育てを両立

ビス利用費用の助成」などが挙げ
られています（図表12）。

6．今後の課題
　長時間労働の抑制や希望する方の
年次有給休暇取得促進に向けて、労
使において、意識の改革や職場の雰
囲気づくりに取り組むことが必要で
す。また、経営者の主導の下、短時
間で質の高い仕事を評価する仕組み
の構築や仕事を代替できる体制づく
りなどの雇用管理の改善が重要で

図表9　6歳未満の子どもをもつ夫の育児・家事関連時間

図表10　6歳未満の子どもをもつ夫の育児・家事関連の行動者率
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女性が輝く社会に向けた我が国の国際的貢献

できる環境の整備に向けて、育児休
業、短時間勤務やテレワークなどの
多様で柔軟な働き方を可能とする環
境整備が必要です。その際には、増
加傾向にある非正規雇用の労働者に
ついても、多様で柔軟な働き方を可
能とする制度の利用促進を図ること
が重要です。
　あわせて、男女がともに仕事と子
育てを両立し、その責任を担うため
には、子育ての社会基盤の整備が必
要です。このほか、女性が就業を継
続していくためには、女性がキャリ
アを活かして様々な職域・職階で活
躍できる環境整備も必要です。
　男性が仕事と育児を両立するため
には、育児を積極的にする男性「イ
クメン」の普及など職場や男性を取り
巻く人たちを含め、男性の働き方や
意識の改革を進めることが必要です。
　さらに、子どもの頃からの男女共
同参画の理解の促進に向けた取組や
男女共同参画について国民的広がり
を持った広報・啓発活動を展開する
ことが重要です。

　仕事と介護の両立に関しては、高
齢化が進展する中、多様で柔軟な働
き方ができる環境の整備や、社会全
体で高齢者介護を支える仕組みやそ
の周知が必要です。

　2020年の目標数値に向けた進捗状
況に遅れがみられる指標について
は、その改善を図るため、労使はも
とより、各主体の取組を支援する国
や地方公共団体においても、本レポ
ートで明らかとなった課題への対応

について検討し、仕事と生活の調和
の実現に向けた取組を加速していき
ます。
　詳しくはこちら↓

図表12　仕事と介護の両立促進のために必要な勤務先による支援

図表11　介護・看護を理由に離職・転職した者
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2 「女性のチャレンジ応援

プラン」について
男女共同参画局

Ⅰ 　「女性のチャレンジ応援
プラン」とは

　ご家庭で、家事や子育て、家族の
介護などをしている女性のみなさん
は、人々の安心や未来を支えるとて
も重要な役割を果たしていらっしゃ
います。同時に、もう少し地域や社
会で活動してみたいと思っている方
もいるのではないでしょうか。
　そこで、これから就職や地域貢献、
起業にチャレンジしてみたいと思っ
ている女性を応援するために、今回
「女性のチャレンジ応援プラン」と
して、平成27年度に実施する支援策
をまとめました。
　「女性の力」は、我が国最大の潜
在力です。このプランを通じ、女性
のみなさんが希望に合った身近なチ
ャレンジを実現できるようにして、
「すべての女性が輝く社会」をいっ
そう確かなものにしていくことを目
指します。
　また、このプランの支援策の具体
的な内容は、「女性応援ポータルサイ
ト」（仮称）で一元的に情報を入手
できるようにします。

Ⅱ 　「女性のチャレンジ応援
プラン」の具体的な支援策
（抜粋）

１ 　家事や子育てと両立可能な就
職・再就職支援

○ 子育てをしながら就職を希望する
方への支援拠点を拡大します。
 （厚生労働省）
　全国のマザーズハローワークやマ
ザーズコーナー（全国180か所）で、

子育てと両立しやすい仕事の情報を
中心に提供します。
　就職相談は担当者制で、キッズコ
ーナーを整備するなど、子供連れで
も相談しやすい環境としています。
　仕事だけでなく、地域の保育園の
情報なども入手できます。
　平成27年度は、マザーズハローワ
ークやマザーズコーナーを184か所
に増やします。また、出張セミナー・
出張相談や、求人情報のメール配信
なども充実させ、就職件数の増加を
目指します（就職件数　約7万2千件
（平成25年度実績））。

○ 託児付き再就職支援セミナーの充
実を図ります。 （厚生労働省）
　再就職するかどうか迷っている場
合や、仕事の探し方が分からない場
合に、無料セミナーに参加して不安
を解消することができます。
　セミナーでは、講演やワークショ
ップのほか、再就職経験者からのア
ドバイスや他の参加者を含めた交流
会も企画しています。
　無料の託児付きなので、子供連れ
で気軽に参加できます。
　平成26年度は6都府県で計18回実
施しました。平成27年度は、再就職
者のビデオメッセージを作成するな
ど、提供する情報を充実させます。

２ 　専門資格等を生かした再就職
支援

○ ハローワークで、介護・看護・保
育分野の就職支援を強化します。
 （厚生労働省）
　介護・看護・保育の分野で就職を
希望される方のために、全国の主要

なハローワークに「福祉人材コーナ
ー」（64か所）を設置し、担当者制に
よるきめ細かな職業相談・職業紹介
やセミナー、事業所見学会や面接会
等を行います。
　平成27年度は、介護関係の仕事で
働きたい方のため、新たに、求人者
等のニーズを踏まえた詳細な事業所
情報を集めた情報誌の作成・提供
や、現地面接会を行います。
　また、看護師等で働きたい方のた
めに、全国の福祉人材コーナーに、
ナースセンター職員が巡回し、相談
できるようにします。
　さらに、保育士として働きたい方
のために、新たに職場体験講習会を
実施します。
　これらを通じて、事業の充実を図
り、就職件数の増加を目指します。
（就職件数　約3万2千件（平成25年
度実績））

３ 　ひとり親家庭の方への就職支援
○ 学び直して、よりよい条件で就職
したい方を支援します。
 （厚生労働省）
　ひとり親家庭の方が、就職に結び
つく教育訓練講座を受けた場合、受
講費用の2割を支援します。
　看護師、介護福祉士、保育士など
の資格を目指す場合は、修業期間中、
月額最大10万円（上限2年）の給付
金を受けることができます。
　年間約3,300人（平成25年度実績）
がこれらを利用して就職しており、
平成27年度も資格取得による就職を
支援していきます。
　平成27年度は、正規雇用への就職
などステップアップを希望する方の
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2 男女共同参画局は、1月16日（金）、「女性のチャレンジ応援プラン」を

とりまとめました。
このプランは、現在ご家庭にいる女性の皆さんが、普段の生活から一
歩踏み出してチャレンジしてみたいという希望を実現できるよう、平
成27年度予算の成立を受けて、政府が実施する支援策をまとめたもの
です。

ために、高卒程度認定試験のための
講座の受講費用の最大6割を支給し
ます。

４ 　経験を活かした地域貢献等の
支援

○ 子育て経験等を活かした仕事がで
きるようになります。 （厚生労働省）
　子育て経験豊かな方々が地域で活
躍できるよう、平成27年度から、都
道府県や市町村等で「子育て支援員」
の研修制度を創設し、保育や子育て
支援の分野ごとのコースや分類に応
じた研修カリキュラムを設定します。
子育て支援員の研修修了者は、全国
の小規模保育や家庭的保育などで保
育にかかわる仕事ができるようにな
ります。
　さらに、子育て支援員の研修修了
者が保育士や家庭的保育者などを目
指しやすくなる仕組みを今後検討し
ます。

５ 　女性のアイディアで地域を元
気づける起業支援

○ 起業の知識を習得できる「創業ス
クール」を開催します。
 （経済産業省）
　これから起業したい方のために、
全国各地で創業スクールを開催し、
経営、マーケティング、会計、税務
などの必要な知識の習得や、ビジネ
スプランの策定ができるようにしま
す。
　「ベーシックコース」、「第二創業・
再チャレンジコース」、「女性起業家
コース」を開催します。平成27年度
は、創業スクールを全国175か所で
開講する予定です。

○ 資金面で女性の起業を支援します。
 （財務省、厚生労働省、経済産業省）
　日本政策金融公庫では、女性の起
業者向けに、「女性、若者／シニア
起業家支援資金」によって、貸付利

率を0.4％引き下げて融資（上限あり）
を行います。年間約5千件（平成25年
度実績）の融資がされています。
　今後、女性がさらに起業しやすく
するよう、新規開業前や開業後1年
以内の場合は、貸付利率をさらに0.3
％引き下げます。そのほか、融資額
300万円以内であれば、雇用の創出
や経験を問わず、原則として無担
保・無保証融資の対象とします。
　
○ 創業に必要な費用を補助します。
 （経済産業省）
　新たに起業にチャレンジしたい女
性や若者などへ、店舗借入費や設備
費等の2/3（上限あり）を補助します。
　補助対象事業の3割（平成25年度
補正予算事業の実績）は女性にご利
用いただきました。平成27年度も新
たなビジネスがより多く生まれるよ
うに支援していきます。
　
　詳しくは、内閣府ホームページを
御覧ください。
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「女性が輝く先進企業」
表彰企業一覧

内閣総理大臣表彰（2社）
企　　業　　名

株式会社セブン＆アイ・ホール
ディングス
東京都千代田区

株式会社北都銀行
秋田県秋田市

詳しくはこちら

T O P I C S Part 1

行政施策トピックス

女性が輝く先進企業表彰
 内閣府男女共同参画局総務課

　平成27年1月9日、総理大臣官邸におい
て、安倍内閣総理大臣、有村内閣府特命
担当大臣（男女共同参画）出席のもと、
女性が輝く先進企業表彰の表彰式が行わ
れました。
　この表彰は、女性が活躍できる職場環
境の整備を推進するため、役員・管理職
への女性の登用に関する方針、取組及び
実績並びにそれらの情報開示において顕
著な功績があった企業を表彰し、もっ
て、「女性が輝く社会」の実現に資する
ことを目的として今年度から実施するも
のです。
　極めて顕著な功績があったと認められ
る企業2社が内閣総理大臣表彰を、特に
顕著な功績があったと認められる企業5
社が内閣府特命担当大臣（男女共同参
画）表彰を受けました。
　高く評価された点については、以下の
とおりです。
•  女性の活躍を経営戦略の柱として位置
づけている。

•  役員、管理職への女性の登用が進んで
いる。

• 女性の活躍推進に早くから取り組み、
高い成果をあげている。
• ワークシェアリングなど、女性が働き
やすい取り組みを進めている。
• 具体的な目標設定がある。
• 女性登用に関するトップのメッセージ
が明確で、強力なリーダーシップの下
に進んでいる。
• 各種情報を分かりやすく開示してい
る。

• 従来女性が少ない産業ながら、早くか
ら取り組み、成果をあげている。
• 生活関連産業や、日本の主要な産業分
野の企業での女性活躍推進の取組は、
社会への広がりが大きい。
•  地域の女性雇用創出に貢献している。

　企業における女性の活躍を推進してい
くためには、各企業の現状を、投資家、
消費者、就活中の学生等の皆様から「見
える」ようにし、自主的な取組が他の企
業に波及していくような仕組みが必要で
す。
　このため内閣府では、ご了解をいただ
いた企業について、役員・管理職への女
性の登用、仕事と生活の両立推進等に関
する情報を、業種別に整理して公表して
います。

女性の活躍「見える化」サイトはこちら

上場企業3,552社中1,232社（34.7％）が
公表
※上場企業数：2013年4月現在
※ このほか、未上場企業（2013年4月現
在）43社も情報開示しています。
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表彰式

内閣府特命担当大臣表彰
　　　　　　　　　　　（5社）

カルビー株式会社
東京都千代田区

株式会社資生堂
東京都中央区

有限会社ゼムケンサービス
福岡県北九州市

日産自動車株式会社
神奈川県横浜市

株式会社LIXILグループ
東京都千代田区

T O P I C S Part 1

行政施策トピックス

が開催され、活発な意見交換が行われま
した。

　表彰式の後、内閣府特命担当大臣（男
女共同参画）と受賞企業7社との懇談会

表彰式表彰状授与1

表彰式表彰状授与2

有村大臣との懇談会
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T O P I C S Part 2

行政施策トピックス

「農業で輝く女性の
 チカラを活かします。」
 農林水産省経営局就農・女性課女性高齢者活動推進室

○次世代を担う女性農業者たち
　農山漁村においては、数多くの女性達
が地域の農林漁業の活性化などを目指
し、日々いきいきと活動を展開されてい
ます。これらの方々の素晴らしい活躍を
広く知っていただくため、次世代を担う
地域リーダーとなりうる女性や女性登用
に積極的な組織等の優れた活動に対し、
毎年度「農山漁村男女共同参画優良活動
表彰」を行っています。その平成26年度
の受賞者・組織は下記のとおりです。

「平成26年度農山漁村男女共同参画優良
活動表彰」
【次世代を担う若手地域リーダー部門】
農林水産大臣賞
　前田 智恵子氏（栃木県大田原市）
農林水産副大臣賞
　濱田 律子氏（富山県黒部市）
農林水産大臣政務官賞
　湯ノ口 久仁子氏（鹿児島県指宿市）

【組織における女性登用部門】
農林水産大臣賞
　岩手町農業委員会（岩手県）
農林水産副大臣賞
　越智今治農業協同組合（愛媛県）
農林水産大臣政務官賞
　加須地区女性農業者連絡協議会（埼玉県）

　これらの受賞者・組織の中から、特に
優れているとして農林水産大臣賞に選ば
れた活動の事例を以下にご紹介します。

農林水産大臣賞受賞者の紹介
（１）次世代を担う地域リーダー部門
前田 智恵子氏（栃木県大田原市）
　他産業従事後、父が経営する「株式会
社前田牧場」に勤務。BSE発生の影響に
よる牛肉価格の下落を経験したことか
ら、「自ら価格を決め販売したい」、「安
全で安心できる肉を直接消費者に届けた
い」という信念の下、平成14年からレト
ルトカレーの委託製造・販売、ミートシ
ョップ・ファーマーズカフェを開店し、
「自分に合った農業経営」をスタートさ
せた。現在、専務取締役として株式会社
前田牧場の農業経営に積極的に参画。近
年、赤身肉が注目されていることから、
赤身肉を美味しくするためにドライエイ
ジング技術を用いた食肉加工にも取り組
んでいる。さらに、農業体験の受入れを
積極的に展開するとともに、農業・農村
生活の豊かさや暮らし方の伝承、地域人材
の活用などを通じて幅広く活躍している。

（2）組織における女性登用部門
岩手町農業委員会（岩手県）
　町内の女性農業者の組織で構成されて
いる「岩手町農業女性連携会議」への活

3月10日は「農山漁村女性の日」
  この日は、「国際婦人の10年」ナイロビ世界会議（昭和60年）で採択された「婦人の地位向上のためのナイロビ将来
戦略」を受け、我が国において決定された、「西暦2000年に向けての新国内行動計画」（昭和62年策定）の具体的施策の
一つとして、位置付けられたものです。
  3月10日に設定することについては、まず第1に国際的な視点として「国際婦人の10年」の基本となる世界行動計画草
案が検討された時期であること、第2に農家・農村の生活リズムの視点から、農作業が比較的少なく社会生活において
も女性が学習や話し合いを共にする条件が整っていること、第3に女性自身の視点として農山漁村女性の3つの能力（知
恵、技、経験）をトータル（10（とお））に発揮してほしいという願いも込められています。
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T O P I C S Part 2

行政施策トピックス

能やキャリアを持ちながらも、その力を
農業経営に活かしきれずにいる女性が存
在しています。
　農林水産省では、可能性を秘めた女性
をターゲットに農業経営への参画を促進
する仕組みや、地域農業の活性化などに
チャレンジする女性への支援など、さま
ざまな切り口から施策を展開していくこ
ととしております。
　例えば、平成27年度予算案に盛り込ん
でいる「輝く女性農業経営者育成事業」
は、農業経営や農村に変革をもたらす次
世代リーダーとなりうる女性農業経営者
の育成及び農業で新たにチャレンジを行
いたい意欲のある女性の経営発展を支援
する内容となっています。その他、地域
計画づくりへの女性の参画の要件化や、
6次産業化の実践活動を促進する事業の
女性による活用を促すなど、農林水産省
の様々な施策において、女性の活躍を推
進し、女性が働きやすい環境づくりを行
っていく予定です。
農林水産省ホームページ

動支援等を通じて、女性が農業委員選挙
に出やすい環境づくりに努めるなどの取
組により、平成26年夏の選挙後、女性農
業委員が6名と県内最多となり、全体に
占める女性の割合も32％と全国平均の7.2
％を大きく上回ったことに加え、農業委
員会の会長にも県内で初めて女性が就任
した。これまでの活動を通じて女性農業
委員の意見・提言が農業委員会の事業計
画及び活動に反映され、家族経営協定締
結の促進や活発な研修会活動等につなが
っている。

○施策による支援
　政府が進める「女性が輝く社会づく
り」を農業分野においても進めると同時
に、農業の成長産業化を図る上で、新た
な発想で農業経営に取り組む女性の能力
を最大限に発揮してもらうことが極めて
重要であると考えています。
　統計データ等からも、女性がいる農業
経営体ほど販売金額が大きく、経営の多
角化に取り組む傾向にあるなど、女性の
経営参画は経営力の向上に大きくかかわ
っていると言えます。一方で、豊かな才

平成27年度予算案の概要

　農林水産省では、平成27年度予算案において、地域計画づくりへの女性参画の要件化や女性による事業活用の促進
により、女性の能力が発揮されるよう以下のとおり支援していくこととしています。
＜主な内容＞
　（1）「人・農地プラン」の企画・立案段階からの女性の参画促進
　　担い手や地域農業のあり方等を定めた「人・農地プラン」の検討に当たって、女性が概ね3割以上参画することとします。

　（2）地域農業の活性化などにチャレンジする女性への支援
　　女性による活用が望まれる経営体向け補助事業について、女性農林漁業者のネットワーク等を通じて周知徹底を図ると
ともに、女性や女性グループが積極的に採択されるよう配慮します。

【主な事業】
　○　輝く女性農業経営者育成事業 120百万円
　○　経営体育成支援事業 3,205百万円の内数
　○　6次産業化支援対策 2,684百万円の内数
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駒崎　弘樹
認定NPO法人フローレンス
代表理事

　　 　　 「行動宣言」に賛同された男性リーダー （敬称略）

※青　井　　　浩 株式会社丸井グループ　代表取締役社長
※青　野　慶　久 サイボウズ株式会社　代表取締役社長 
※伊　藤　秀　二 カルビー株式会社　代表取締役社長兼COO
※大　宮　英　明 三菱重工業株式会社　取締役会長
※駒　崎　弘　樹 認定特定非営利活動法人フローレンス　代表理事
※佐久間　英　利 株式会社千葉銀行　取締役頭取
※櫻　田　謙　悟 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社
 代表取締役社長　社長執行役員（グループCEO）
※長谷川　閑　史 武田薬品工業株式会社　代表取締役　取締役会長CEO
※藤　森　義　明 株式会社LIXILグループ　取締役代表執行役社長兼CEO
　高　丸　　　慶 株式会社ホスピタリティワン　代表取締役
 一般社団法人訪問看護支援協会　代表理事
　中　西　宏　明 株式会社日立製作所　執行役会長兼CEO
　秋　好　陽　介 ランサーズ株式会社　代表取締役
　大　森　雅　夫 岡山市長
　木　地　英　雄 株式会社インターアクション　代表取締役
　石　川　康　晴 株式会社クロスカンパニー　代表取締役社長
　遠　藤　大　介 株式会社STRIDE　取締役
　筒　井　義　信 日本生命保険相互会社　代表取締役社長
　大　隈　太嘉志 ソシオークホールディングス株式会社　代表取締役社長
　日　色　　　保 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社　代表取締役社長
 同メディカル カンパニー　代表取締役プレジデント
　マリオ・スタイン 同コンシューマー カンパニー　代表取締役プレジデント
　ディビッド・R ・スミス 同ビジョンケア カンパニー　代表取締役プレジデント
　ブルース・グッドウィン ヤンセンファーマ株式会社　代表取締役社長
 （※は「行動宣言」策定メンバー　平成27年2月末日現在）

T O P I C S Part 3

行政施策トピックス

輝く女性の活躍を加速する
男性リーダーの会「行動宣言」
賛同メンバーの取り組み
内閣府男女共同参画局総務課

女性も男性も、子育て・仕事に
挑戦できる社会に－多様でしな
やかな働き方を支える職場推進

　女性が活躍できない日本に、未来はあ
りません。
　日本は、先進国で最も女性の就業率が
低い社会であり、働くことを阻む様々な
壁があります。私は、病児保育事業など
でこれらの壁を取り払い、「働く女性を支
援し社会を変える活動」を行っています。
同時に私たち自身の「職場づくり」も
「あるべき社会像」を実現するためのア
クションと捉え、様々な取組を行ってい
ます。スタッフの9割は女性、幅広い世代、
様々な生活背景を活かして活躍していま
す。一方でこれを持続するには、多様で
しなやかな働き方を支える職場環境を常
に進化させ続けることが必須です。その
ため、職種別に年数回の従業員満足度調
査を実施、数値の変化のみならず、スタ
ッフの声を分析・PDCAを回して改善に

繋げています。「週5勤務は体力的に厳し
い」という50代保育スタッフの声から
「勤務日数選択制度（週2～5）」、「親の病
院の付添で仕事を休み辛い」という40代
事務スタッフの声から「子のみに適応さ
れていた看護休暇を親へ拡充」など、毎
回大小様々な制度が生まれ、即座に活用
されています。
　この結果、「働きがいのある会社ラン
キング（GPTW）」では、4年連続ベスト
カンパニーに選出され、これまでの様々
な取り組みが私たちの強みへ繋がってい
ることを実感しています。
　常識にとらわれず社員のニーズに耳を
傾け、新たな取組をトライアルし、成功
すれば制度化する。生活と仕事で力を発
揮できるかは相関関係にあり、社員の多
様な生活背景に沿った取組によって、事
業におけるイノベーションが生まれます。
今後も「日本一働きがいのあるNPO」を
目指し、全スタッフの多様性を活かし、
活躍する組織を推進し続けます。

「行動宣言」賛同の輪の広がり
　昨年6月にとりまとめられた「行動宣言」
は、策定メンバー9名に加え新たに13名
が賛同され、合計22名となり、賛同の輪
が広がっています。
　引き続き、賛同者の拡大や、「行動宣
言」に基づいた、さまざまな女性の意欲
を高め、その持てる力を最大限発揮でき
るような具体的な取り組みが行われるこ
とが期待されます。賛同を検討される方
は内閣府ホームページをご覧ください。

4年連続で働きがいのある会社
ベストカンパニーにランクイン
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T O P I C S Part 4

行政施策トピックス

国立女性教育会館（NWEC）
平成27年度主催事業（研修
事業）予定の紹介

国立女性教育会館

　NWECの平成27年度の主な研修事業
（現時点で開催を予定しているもの）を御
紹介します。

１ 　女性関連施設・地方公共団体・
団体リーダーのための男女共同参
画推進研修

 ＜ 5月20日（水）～22日（金） 2泊 3日＞
　女性関連施設の管理職・男女共同参画
行政責任者・女性団体リーダー等が対象
です。
　地域の男女共同参画を積極的に推進す
るリーダーとして必要な専門的知識、マ
ネジメント能力、ネットワークの活用等、
高度で専門的な内容の研修です。

２　女性関連施設相談員研修
 ＜ 6月10日（水）～12日（金） 2泊 3日＞
　女性のエンパワーメント支援を目指し、
複雑・多様化する女性の悩みに適切に対
応できる相談業務の質の向上を図るため、
女性に対する暴力や女性の貧困など、喫
緊の課題解決に必要な知識・技能習得の
ための、専門的・実践的な研修です。

３　女子中高生夏の学校2015
 ＜ 8月6日（木）～8日（土） 2泊 3日＞
　科学者・技術者、理工系大学生との対
話、交流を通して女子中高生が科学・技
術の分野に自分の新しい可能性を見いだ
すことをねらいとした合宿形式の体験型
サイエンスプログラムです。

４　男女共同参画推進フォーラム
 ＜ 8月20日（木）～22日（土） 2泊 3日＞
　男女共同参画推進のための意識変革、
女性活躍促進、女性のキャリア形成支援、
次世代育成支援、ワーク・ライフ・バラ
ンス等の課題の解決に資するための研修
です。

５ 　企業を成長に導く女性活躍促進
セミナー

 ＜10月15日（木）～16日（金） 1泊 2日＞
　企業における男女共同参画の推進、女
性の活躍推進を図るため、企業における
管理職、人材育成推進者、チームリーダ
ーを対象にした研修です。

６ 　大学等における男女共同参画推進
セミナー

 ＜12月3日（木）～4日（金） 1泊 2日＞
　男女共同参画社会の実現には、高等教
育機関としての大学・短大・高専におい
ても、その一翼を担うべきことが求めら
れています。男女共同参画の推進に向け
て、男女共同参画に関わる教職員を対象
とした研修を実施します。

７　NWEC国際シンポジウム ＜11月＞
　女性の人権やエンパワーメントに係る
地球規模の課題をテーマに海外の専門家
を招へいするシンポジウムを開催し、ア
ジア太平洋地域の課題分析を行い、海外
の研究者や行政関係者・女性団体等指導
者との交流を深めるとともに、意見交換
を行います。

８ 　女性情報アーキビスト養成研修
（基礎コース）＋（実技コース）
　＜基礎コース：12月9日（水）～10日（木）、
　　実技コース：12月10日（木）～11日（金）＞
　女性関連施設職員、図書館職員、地域
女性史編纂関係者等の実務担当者を対象
とした研修です。

　詳細はHP（ ）を参
照ください。問合わせ先は以下のとおり。
•No.7は研究国際室（0493-62-6437）
•No.8は情報課（0493-62-6195）
•その他の事業は事業課（0493-62-6724）
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もたに・こうすけ／地域エコノミスト。日本政策投資銀行を経て現在、（株）日本総合研究所
主席研究員。平成合併前3,200市町村をすべて訪問し、地域特性を多面的に把握。地域振興や
人口成熟問題に関し精力的に執筆、講演を行う。政府関係の公職を歴任し、現在、男女共同
参画会議専門委員。著書に「デフレの正体」「里山資本主義」「しなやかな日本列島のつくり
かた」等がある。

Motani Kosuke ©薈田純一氏

連載／その1

　「地方自治体の半分に消滅の可能性」
というレポートが発表されて以来、政
治・行政関係者の注意がようやく人口減
少問題に向き始めた。だが、減少を食い
止めるのは容易ではない。毎年の出生者
数が過去40年の間に半減した日本では、
出産適齢期の女性の数が今後さらに3割
程度減少するからだ。
　とはいえ、現在1.4程度の合計特殊出生
率をいずれ2.1程度まで上げられれば、ゆ
くゆくは人口の下げ止まりも見えてくる。
そのときに日本の人口自体がどこまで減
っているかは、まったく予断を許さないが。
　ではいかにすれば出生率を上げられる
のか。女性就労の増加が出生率を下げた
と断ずるのは早計だ。2005年および2010
年の国勢調査によれば、都道府県別にみ
た20・30代女性の就業率（就業者には正
社員のみならず非正規社員も含まれる
が、専業主婦や学生は含まれない）と、
合計特殊出生率には正の相関が見られ
る。また、共働き家庭の方が専業主婦家
庭よりも子供の数が多いというのも、よ
く指摘されるところだ。学問的にはもっ
と厳密な議論を展開することが可能だ
が、社会常識としては、「女性就労が進
んで世帯所得が増える方が、子供の数も
増える」という認識を、皆が共有する必
要がある。
　そこは理解されたとして、では、「就労
しつつ2人の子供を持つ」ということが、
女性のあるべき姿として推奨されるべき
なのか。そうではない。女性全員が2人
ずつ子供を産むことなど、今はもちろん
昔であってもありえない話だ。子供を持
ちたいと思うか思わないかはまったく個
人の自由であり、かつ仮に子供を持ちた
いと思っても実際に持つことができるか

は、これまた人為を超えた結果だからあ
る。昔の日本の出生率を押し上げていた
のは、全体の一部にすぎない子沢山の女
性の存在なのだ。
　そもそも各人が平均値に近づこうとす
ることが、平均を押し上げるのではない。
クラスの平均点を60点にしたい場合に、
全員が60点を取りに行くのはナンセンス
だ。同様に、3人、4人、5人と平均以上
の数の子供を持つ女性が増加しない限
り、合計特殊出生率2.1は実現しない。言
い換えれば、たまたま機会と体質に恵ま
れた一部の女性が、平均をはるかに上回
る数の子供を産むことが出来るような社
会を実現することで、初めて日本の人口
減少は止まるのだ。
　一部の女性が平均をはるかに上回る数
の子供を産むことが出来るような社会と
は、それではどういう社会か。子育ての
肉体的・時間的・金銭的負担が子供の数
に応じて機械的に増加していく、のでは
ない社会。子供を自分自身で育てられな
い状況にあっても、出産を選択する女性
がいる社会。つまり出産後の子育てが
「母親の自己責任」とされず、互助（パ
ートナー男性の全面的な参画や、里親の
増加）、共助（地域社会や篤志団体の支
援）、公序（税金を使っての支援）が重
層化した、手厚いバックアップが完備さ
れた社会である。母親が結婚していても
していなくても、生まれた子供が同じよ
うに世の祝福を受けて育つことのできる
社会である。
　はるかに遠い将来なのか、意外に近い
将来なのか、「子育ては親の自己責任」
という固定観念が消えるとき。そのとき
ようやく、日本の人口減少は止まること
になる。

地域エコノミスト・（株）日本総合研究所主席研究員　藻谷 浩介
男女共同参画　全国の現場から⑪　人口減少社会に思う
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おおさわ・たきえ／1947年生まれ／埼玉県立深谷女子高等学校／長瀞町議会議員4期14年、そ
の間、長瀞町議会議長を歴任。長瀞町農業委員会委員。長瀞町赤十字奉仕団委員長。
2013年7月長瀞町長に就任。2014年6月から埼玉県男女共同参画審議会委員

Osawa Takie

連載／その2　女性首長から

男女ともに輝く町をめざして

　長瀞町は面積30.4km2、約60％が山林
であり、町の中央部を縦貫する荒川の流
域に細長く開けた町です。埼玉県で2番
目に人口の少ない市町村ですが、自然豊
かな観光地として栄えてきました。都心
から約80kmの地の利を生かし、四季を
通じて230万人もの大勢の観光客・アウ
トレジャー客にお出で頂いています。
　歴史や文化のある町ですが、少子高齢
化の波は如何とも避け難く、人口減少に
歯止めがかからないのが実情です。
　私が町長に就任した平成25年7月には
7,690人の人口でしたが、一年後には7,650
人、現在でも少しずつ減少しています。
　当然、町でも、この状況に危機感を持
っており、「若者定住促進・子育て支援」
など、若者が住みやすい環境、子育てし
やすいまちづくりを進め、人口減少に歯
止めがかかるよう対策を講じています。
引き続き、少子化の波を少しでも抑える
ため、町民、職員など大勢の人の英知を
結集し「地方創生」事業を活用し、消滅
自治体とならぬよう力を尽くしていく所
存です。
　さて、私は、平成11年4月に長瀞町初
の女性議員として、平成25年6月までの14
年間、議員という立場から女性の社会進
出やまちづくり活動に参加してまいりま
した。その後、町長に就任したわけです
が、埼玉県唯一の女性の首長ですので、
様々な会議にお声が掛かり、勉強させて
いただいておりますが、平成26年7月には、
埼玉県男女共同参画審議会委員を拝命い
たしました。
　早速、昨年9月に城西大学で開催され
ました、「女性が輝く社会に向けた国際
シンポジウム」に参加し、学生と外国人
女性お二人の意見交換に耳を傾けました。

お二人とも、それぞれの国でリーダーと
して働く女性でしたが、働く女性の悩み
は、どこの国でも同じだと共感した次第
です。「家族の協力と理解、社会・職場
の受入れ態勢」これらが整っていないと
家庭と仕事の両立は大変だと思います。
お二人とも少しずつ切り開きながら現在
の地位を得たようで、その努力は並大抵
ではなかったと思います。
　また、私は公約の一つとして、女性議
会と子ども議会の開催を掲げています。
社会の構成員の半数は女性ですので、女
性の意見や考えを政治、産業、文化など
あらゆる分野で反映させることは、男女
共同参画社会の基礎となると考えていま
す。また、これからのまちづくりには、
町の宝である子供たちの意見もかかせま
せん。
　しかし、長瀞町の実状はと言います
と、決して女性が活躍している状況では
ありません。女性職員の比率は、31％で、
そのうち管理職員は、9％です。女性職
員の登用も目指していますが、選考には
男女差は設けておりません。積極的に意
見、行動ができる職員が育って欲しいと
願っています。また、行政委員や附属機
関の女性委員の割合も20％程度でまだま
だ低い状況にあります。しかし、昨年、
農業委員に2名の女性を選任することが
出来ました。少しずつではありますが、
男女共同参画社会の実現に向けた意識改
革、地域づくり、まちづくりが進んでい
る状況です。
　今後も、男女の差別なく共に頑張れる
町を目指して町政運営に勤めてまいりた
いと思います。

長瀞町長　大澤 タキ江
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［ News & Information ］

3 Info 法務省

高度人材に対する出入国管理上の優遇措置

2 Info 内閣府

「災害復興時の女性の活躍 ～地域経済再生
の視点から～」の開催について

1 News 内閣府

「ダイバーシティ・マネジメントセミナー」開催報告

　グローバル化が進む中、国内でも様々な分野で活躍する
外国人が増えています。法務省では、研究や技術、あるい
は経営の分野で高度な能力や技術等をもつ外国人の受入れ
促進のため、ポイント制という仕組みを通じて高度人材を
認定し、出入国管理上優遇する措置を行っています。
　この「高度人材ポイント制」は、「学歴」や「職歴」、「年
収」等の項目ごとにポイントを設定し、その合計が一定点
数に達した場合に、永住許可までに必要な在留歴の短縮や
配偶者の就労要件の緩和等の優遇措置を受けることができ
る制度です。また、13歳未満のお子さんがいる場合や仕事
等のために家事に従事できない配偶者がいる場合などの一
定の要件を満たせば、外国人の家事使用人を雇用すること
や、高度人材の7歳未満のお子さんの養育や妊娠中の高度人
材又はその配偶者の介助等を目的として高度人材又はその
配偶者の親を呼び寄せることも可能です。
　また、高度人材の方により多く来ていただけるよう、昨
年法律を改正し、「高度専門職」（1号・2号）の在留資格を
新たに設けたところです（本年4月施行）。
　これから日本で働こうと考えている方、既に国内で活躍
されている方、是非この制度をご活用ください。詳細は以
下のHPをご覧ください。

（日本語）

（英語）

　第3回国連防災世界会議（2015年3月14～18日）の機会に
行われるパブリック・フォーラムにおいて、外務省・内閣
府・復興庁の主催でワークショップ「災害復興時の女性の
活躍～地域経済再生の視点から～」を開催します。
　本ワークショップでは、東日本大震災後の復興過程にお
いて見られた、女性ならではの視点からの起業及び復興へ
の貢献に関する多くの事例をAPEC参加エコノミー（国・
地域）と共有すると共に、女性の果たす役割の重要性や女
性による起業の成功・阻害要因を海外からの視点も交えて
考えます。参加費は無料でどなたでも参加頂けます。（日英
同時通訳あり）
【日時】2015年3月18日（水曜日）14：00～17：00（開場13：30）
【会場】エル・パーク仙台　5Fセミナーホール
　　　 プログラム等、詳細はこちら
URL： 

　内閣府は、企業の管理職等を対象として、ワーク・ライ
フ・バランスの取組の推進と女性を含めた誰もが能力を発
揮できるマネジメントのあり方について考えることを目的
に「ダイバーシティ・マネジメントセミナー」を開催しま
した。これは、日本経済団体連合会との共催により実施し
たもので、12月18日に東京で、1月21日に大阪で開催し、延
べ200名超が参加しました。

　基調講演には、東京会場
では武石恵美子氏（法政大
学キャリアデザイン学部教
授）が、大阪会場では松浦
民恵氏（ニッセイ基礎研究
所主任研究員）が登壇され
ました。
　この講演の中で「女性の
活躍推進を図るには、均等
施策（管理職等への登用）
とワーク・ライフ・バラン

ス施策（両立支援策を含むワーク・ライフ・バランス支援）
を同時に進める必要があります。均等施策を進めるうえで
は、女性の『仕事のやりがい』を高めることが重要であり、
ワーク・ライフ・バランス施策の充実については、育児や
介護をしながらも長期的にキャリア形成ができるような働
き方改革が求められます。これらの取組において、最も重
要な役割を担うのは管理職です。これからの管理職は業務
のマネジメントだけではなく、部下のマネジメントにも時
間を割く必要があります。多くの企業がダイバーシティを
経営戦略と捉え、社員の能力を活かせるマネジメントを進
めていくべきと考えます。」と発言されました。
　講演後の事例報告では、第一生命保険人事部の吉田久子
氏から、同社のDSR経営（価値創造経営）とダイバーシテ
ィ＆インクルージョンに関する取組を、また、同社団体保
障事業部の望月麻実子氏・堂後和美氏、団体年金サービス
部の花井志乃氏から、それぞれの部署における業務改善の
ための運営体制や具体的な取組をご説明いただきました。
　ワークショップでは、日経BP社執行役員の麓幸子氏をフ
ァシリテーターとして、「働き方改革」を進めるにあたって
の阻害要因や、効果的な施策について参加者間での活発な
討議が行われました。

講演をされる武石氏

第一生命株式会社による報告
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男女共同参画センターだより

　男女共同参画週間のキャ
ッチフレーズに多数の応募
をいただきありがとうござ
いました。これから選考を
行いますが、どんな力作が
あるかが楽しみです。発表
は次号にて紹介させていた
だきます。
　寒い日と暖かい日が交互
に続いています。先日、ふ
きのとうを取ってきて天ぷ
らでいただきました。杉の
花粉も飛び出したようでマ
スク姿の人も増えてきまし
たがだんだん暖かな春が近
づいてきていますね。
　次号の「共同参画」は5
月号（5月10日発行）とな
ります。
 （編集デスク　T.T）

【3・4月号表紙】
　普段の生活から一歩踏み
出してチャレンジする女性
を応援する気持ちをフラッ
グとピクトグラムで表現し
ました。
イラストレーション/
原田れんたろう

　サンフォルテは、平成9
年に富山県女性総合センタ
ーとして開館し、平成13年
に富山県民共生センターへ
名称変更しました。愛称
「サンフォルテ」は、女性
と男性が太陽のように輝き
ながらともに自立し、男女
共同参画社会の実現に向け
て力強く生きていく姿勢を
表現しています。
　事業は、①女性活躍促進
による経済の活性化、②男
性及び子どもの頃からの男
女共同参画の推進、③困難
な状況にある女性の自立支

らのDV予防の意識啓発が
重要との認識から、協働団
体との連携による学校への
出前授業にも力を入れてい
ます。また、女性の再就職
や働き続けるためのキャリ
ア支援等、様々な観点から
女性の活躍促進の講座を行
っています。
　ものづくり産業の比率が
高い富山県では、女性の就
業率は高いものの、女性の
管理職比率は全国的にも比
較的低い状況にあるため、
センターでは、企業への出
前講座や女性管理職養成

援、④地域
活動におけ
る男女共同
参画の推
進、⑤子育
て支援及び
ワークライ

セミナーの
実施、ネッ
トワーク支
援を行って
います。
　管理職養
成の「ビジ

フバランスの推進等の方針
に基づき、社会のニーズを
捉えたタイムリーな企画を
心がけています。平成25年
度は、様々な年代の7,672人
が受講されました。
　厳しい社会情勢から相談
件数も増えており、平成25
年度の一般相談は1,970件、
チャレンジ支援相談は883
件でした。
　困難な状況にある女性を
支援するため、DV被害者
等の自立支援講座や女性医
師によるカウンセリングを
実施しています。中高生か

ネスリーダー養成セミナー」
は、企業の女性社員を対象
に、1泊を含む5日間、ロー
ルモデルとの交流やワーク
を中心に、実践的な内容と
しています。来年度は、事
業開始から10年という節目
を迎えます。これまでの約
250名の受講者の中から管
理職も誕生しており、確実
に成果があがっています。
　今後も、男女共同参画推
進拠点としての使命を果た
せるよう、県と連携を図り
ながら効果的な事業運営を
行ってまいります。

News From Center

富山県民共生センター「サンフォルテ」
富山県民共生センター指定管理者

サンフォルテJOIグループ　（公財）富山県女性財団

ビジネスリーダー養成セミナー
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